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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年１２月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 作業員負傷 

発生日時 令和２年１月２２日 １０時３０分ごろ 

発生場所 広島県呉市呉港 

小麗女
こ う る め

島灯台から真方位１０７°１.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１３.９′ 東経１３２°３３.２′） 

事故の概要 貨物船第十二大日
だいにち

丸は、揚荷作業中、作業員が負傷した。 

事故調査の経過  令和２年３月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 第十二大日丸、２８９トン 

 １４１８３７、有限会社相津海運 

６２.９５ｍ×１０.２０ｍ×５.６５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２５年１月２５日 

 乗組員等に関する情報 作業員Ａ 男性 ３１歳 

 死傷者等 重傷 １人（作業員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、鋼製条材約３１５ｔを積載し、

令和２年１月２２日０７時５０分ごろ呉港所在の船舶製造会社（以下

「Ａ社」という。）専用岸壁に右舷着け着岸した。 

本船は、条材２から６本を一吊荷単位として計１４吊荷分を積載し

ており、作業員Ａが、条材の種類、数量、積付け状態等を確認し、ラ

ッシングベルト及び航海時における荷崩れ防止用枕木の撤去作業を行

った後、０８時１５分ごろ揚荷作業を開始した。 

作業班長である作業員Ｄは、令和元年１２月に今回と同様、貨物船

からの条材の揚荷作業を行っていたので、作業員Ｂ及び作業員Ｃに対

して作業の流れや注意点について指導する目的で、１吊荷目の玉掛け

作業に加わった後、下船して別の作業場所に移動した。 

作業員Ａは、クレーンの吊り天秤から伸びる玉掛けワイヤーが３本

であったので、３人で作業を行った方が流れが良いと考え、作業員Ｂ
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及び作業員Ｃの作業に自身も補助者として加わり、船首側に作業指揮

者として作業員Ｂ、船尾側に作業員Ｃ、中央に作業員Ａという配置

で、２吊荷目以降の玉掛け作業を行った。 

作業員Ａ、作業員Ｂ及び作業員Ｃは、１１吊荷目として、左舷端で

下段から２段目に積載された条材６本からなる吊荷（以下「本件吊

荷」という。）の玉掛け作業を開始した。 

作業員Ａは、貨物倉中央側に立ち、本件吊荷の下部に左舷側に向か

って玉掛けワイヤーを通した後、本件吊荷を乗り越えて左舷側に移動

し、通した同ワイヤーを引っ張り出してシャックルに掛けようとした

ところ、１０時３０分ごろ本件吊荷が上部から左舷側に向かって崩

れ、条材と貨物倉左舷側壁との間に両足が挟まった。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 崩れた本件吊荷の状況 

 

作業員Ｂは、すぐに無線で作業員Ｄへ本事故の発生を連絡し、その

情報はＡ社内の関係各所に伝達された。 

作業員Ａは、条材が吊り上げられて救助され、Ａ社の産業医に応急

処置を受けた後、救急車で病院に搬送され、両腓
ひ

骨脛
けい

骨開放骨折及び

左足 踝
くるぶし

脱臼と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真２ 本船 参照） 

 その他の事項  本船は、揚荷先の関係により、右舷側から順次揚荷が行われ、本事

故後、左舷側に約２.３°傾斜していたことが認められた。（図１参

照） 

 

 

 

 

 

 

図１ 吊荷の積載状況及び揚荷順 
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作業員Ａ、作業員Ｂ及び作業員Ｃは、本事故時、本船に生じていた

左舷側への傾斜に気付かなかった。 

本件吊荷は、長さ約２０ｍ、幅約４５cm、厚さ約３.５cm 及び重さ

約２ｔの条材６本の間に、一辺が約４.５cm の枕木（以下「細型枕

木」という。）を７本ずつ挟んで重ねられ、その下部に一辺が約９cm

の枕木（以下「太型枕木」という。）が７本置かれ、太型枕木により

生じた隙間に玉掛けワイヤーを通すようにしており、その上端の高さ

は約１ｍ、左舷側端から貨物倉左舷側壁までの距離は約１.５ｍであ

った。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本事故直前の作業員Ａの状況 

 

 条材は、一吊荷ごとに固縛されていなかった。 

細型枕木は、長さが約３５cm で条材の幅より短く、また、本事故

後、その一部に荷重による変形が認められた。 

 本件吊荷は、本事故時、３本の玉掛けワイヤーのいずれにもテンシ

ョンが掛かっていない状態であった。 

 作業員Ａは、令和元年１２月の貨物船からの条材の揚荷作業の際、

補助者として作業員Ｄ他１人と共に玉掛け作業を行った。 

 Ａ社では、条材の受け入れは陸送又はバージによることが多く、貨

物船からの揚荷作業は稀であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

本船は、適切な荷崩れ防止策及び荷崩れ時の安全確保措置が講じら

れていない中、条材の揚荷作業中、本件吊荷が左舷側に崩れたことか

ら、本件吊荷の左舷側で玉掛け作業中の作業員Ａが、条材と貨物倉左

舷側壁との間に両足を挟まれて負傷したものと推定される。 

本件吊荷は、次のいずれか又は複数が要因となり、左舷側に崩れた
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可能性があると考えられる。 

(1) 本船が、左舷側に約２.３°傾斜していたこと。 

(2) 条材が、一吊荷ごとに固縛されていなかったこと。 

(3) 細型枕木の長さが条材の幅より短く、また、一部に荷重による

変形が生じていたこと。  

原因 本事故は、本船が、適切な荷崩れ防止策及び荷崩れ時の安全確保措

置が講じられていない中、条材の揚荷作業中、本件吊荷が左舷側に崩

れたため、本件吊荷の左舷側で玉掛け作業中の作業員Ａが、条材と貨

物倉左舷側壁との間に両足を挟まれたことにより発生したものと推定

される。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、貨物船からの条材の揚荷に特化した安全作業基

準を策定し、荷崩れ対策として、次の内容を定めた。 

(1) 荷積み先に対し、積荷の状況に応じて次のような措置を施工す

るよう指示する。 

  ① 枕木を条材の間に設置する場合は、条材の両側に５cm 以上飛

び出るように設置する。 

  ② 吊荷単位ごとに固縛する。 

  ③ 条材を鋼製の枠に入れる。 

  ④ 万が一荷崩れした場合でも退避できるスペースを確保するた

め、積荷と船倉側壁の間に盤木を設置する。 

  （図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 条材の積付け方法 

 

(2) 荷積み先において荷崩れ防止措置の施工が完了した時点で、写

真及び積付け配置図等を入手して施工状況を確認するとともに、

荷下ろし作業開始前においても同状況を確認する。 

(3) 荷下ろし作業中、作業員は１吊りごとに船体の傾斜量を船舶の

①枕木の設置方法 ②吊荷単位ごとの固縛 ③鋼製枠の設置 

④盤木の設置 

盤木 
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乗組員に確認する。 

(4) クレーン運転士は、呉港に入出港する定期船の他、沖合を航行

する船舶に対して注意を払い、引き波による船体動揺に対して警

戒する。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船体傾斜や動揺が生じる船舶特有の荷崩れの危険性を考慮し、適

切な荷崩れ防止策を講じるとともに、万が一荷崩れが発生した場

合でも、作業員の安全を確保できる措置を講じること。 
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広島県呉市 

事故発生場所 

（令和２年１月２２日 

 １０時３０分ごろ発生） 

小麗女島灯台 

× 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船 
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